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　国民年金保険料は、所得税及び住民税（市
民税・県民税）の申告において全額が社会保険
料控除の対象になります。
　一年間に納付した国民年金保険料の額を証
明する「社会保険料（国民年金保険料）控除証
明書」が日本年金機構から送付されます。
　対象は、今年の１月１日～１２月３１日に納付
した国民年金保険料です。過去の年度分や追
納した分も含まれます。

　また、家族（配偶者やお子さんなど）の負担
すべき国民年金保険料も支払っている場合、そ
の分も合わせて控除が受けられます。
　年末調整や確定申告をする際には、証明書
の添付が必要になりますので、たいせつに保管
してください。

　送付予定時期　

①	１月１日～９月３０日の間に国民年
金保険料を納付されたかた

　→１１月上旬

②年の途中から国民年金に加入した
場合などで１０月１日～１２月３１日
に初めて納付したかた

　→翌年２月上旬

　問合せ　

ねんきん加入者ダイヤル
☎０５７０（００３）００４

※０５０から始まる電話でかける場合は
☎０３（６６３０）２５２５

春日部年金事務所
☎０４８（７３７）７１１２（代表）

保険年金課国民年金担当
☎０４８０（９２）１１１１　内線１４０・１４９

　１１月３０日（いいみらい）は、ご自身の
年金記録などを確認し、老後の生活設計に
思いを巡らせていただく「年金の日」です。
	「ねんきんネット」をご利用いただくと、こ
れまでの年金記録や、これからの年金見込
額を簡単に確認することができます。

☎ 048（872）1081
午前8時30分～午後5時15分（土・日曜・祝日含む）

　問合せ　

　☎０５７０（０５８）５５５
　（「ねんきんネット」、「ねんきん定期便」専用ナビダイヤル）
保険年金課国民年金担当
　☎０４８０（９２）１１１１　内線１４０・１４９

社会保険料
（国民年金保険料）

控除証明書

保管しよう

いい
みらい11月30日
「年金の日」

「社会保険料「社会保険料  （国民年金保険料（国民年金保険料））控除証明書」は控除証明書」は
たいせつにたいせつに保管保管してくださいしてください

「社会保険料 （国民年金保険料）控除証明書」は
たいせつに保管してください

いいみらいいいみらい1111月月 3030 日日はは年金年金のの日日
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